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○委員長（鈴木庄市） 

それでは、２５年度の開成町の予算書の説明に移りたいと思います。細部説明を

順次、担当課長に求めます。  

どうぞ、財務課長。 

○財務課長（山本 靖） 

それでは、予算書の１ページ目をお開きください。  

議案第２５号、平成２５年度開成町一般会計予算。  

平成２５年度開成町の一般会計予算は、次に定めるところによる。  

歳入歳出予算。 

第１条。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５０億７，３５１万１，００

０円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表 歳入歳出予算」による。  

債務負担行為。 

第２条。地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、

期間及び限度額は、「第２表  債務負担行為」による。  

地方債。 

第３条。地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、「第３表  地方債」によ

る。 

一時借入金。 

第４条。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は、５億円と定める。  

歳出予算の流用。 

第５条。地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第１号、各項に

計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

平成２５年３月５日提出、開成町長、府川裕一。  

次のページをお開きください。  

第１表、歳入歳出予算、歳入です。第１款町税から４ページの２０款町債まで。

５ページ、歳出に移りまして、１款議会費から６ページの１３款予備費まで。歳入

歳出とも、総額５０億７，３５１万１，０００円となります。  

７ページに移ります。 

第２表、債務負担行為です。事項、開成町土地開発公社に係る債務保証、期間、

平成２５年度、限度額５億円、例年どおりの設定となっています。  

電話交換機賃借料、期間、平成２６年度から３０年度まで、限度額７８３万７，

０００円です。こちらは、予算書５１ページ、一般管理費の経常的一般管理費に事

務機器等賃借料の一部として９カ月分、１３８万３，０００円を計上していますが、
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残りの４年３カ月分の限度額設定となります。老朽化した電話自動交換機を更新す

るリース料になります。 

マイクロバス賃借料、期間、平成２６年度から平成３０年度まで、限度額１，９

５９万７，０００円です。こちらは、予算書５９ページ、財産管理費の庁用自動車

整備事業費にマイクロバス賃借料として７カ月分、２５８万８，０００円を計上し

ていますが、残りの４年５カ月分の限度額設定となります。老朽化したマイクロバ

スを更新するに当たり、費用負担を平準化するために設定した賃借料となります。 

ファイルサーバ賃借料、期間、平成２６年度から平成３０年度まで、限度額３２

１万６，０００円です。こちらは、予算書５９ページ、企画費の地域情報化推進事

業費に庁内電算機器等賃借料の一部として９カ月分、５６万８，０００円を計上し

ていますが、残りの４年３カ月分の限度額設定となります。老朽化したファイルサ

ーバを更新するにリース料になります。  

資産管理サーバ等賃借料、期間、平成２６年度から平成３０年度まで、限度額５

１９万６，０００円です。こちらも、予算書５９ページ、企画費の地域情報化推進

事業費に庁内電算機器等賃借料の一部として９カ月分、９１万７，０００円を計上

していますが、残りの４年３カ月分の限度額設定となります。関連機器の情報セキ

ュリティ強化を図るため、新たに設置する資産管理サーバのリース料になります。 

新総合行政ネットワーク関連機器賃借料、期間、平成２６年度から平成３０年度

まで、限度額２３９万９，０００円です。こちらも、予算書５９ページ、同じく企

画費の地域情報化推進事業費にＬＧＷＡＮ機器賃借料の一部として２カ月分、８万

３，０００円を計上していますが、残りの４年１０カ月分の限度額設定となります。

老朽化したＬＧＷＡＮ機器を更新するリース料になります。  

町村共同システム用端末等第２次増設賃借料、期間、平成２６年度から平成３０

年度まで、限度額６８３万３，０００円です。こちらは、予算書６５ページ、電算

管理費の行政事務電子化推進事業費に電算機賃借料の一部として８カ月分、１０５

万１，０００円を計上していますが、残りの４年４カ月分の限度額設定となります。

町村の電算システム共同化に伴うパソコン等のリース料になります。  

住民基本台帳ネットワーク機器リース料、期間、平成２６年度から平成３０年度

まで、限度額２６７万８，０００円です。こちらは、予算書６５ページ、電算管理

費の住民基本台帳ネットワークシステム維持管理事業費に住民基本台帳ネットワ

ークシステム機器賃借料の一部として１０カ月分、５０万６，０００円を計上して

いますが、残りの４年２カ月分の限度額設定となります。老朽化した住民基本台帳

ネットワークシステム機器更新のリース料になります。  

戸籍附票通知等連携システムリース料、期間、平成２６年度から平成３０年度ま

で、限度額６６５万６，０００円です。こちらは、予算書６７ページ、電算管理費

の戸籍電算化事業費に附票通知等連携システム賃借料として６カ月分、７４万円を

計上していますが、残りの４年６カ月分の限度額設定となります。新たに連携シス

テムを立ち上げる必要があることから設定したリース料になります。  
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戸籍副本管理データシステムリース料、期間、平成２６年度から平成３０年度ま

で、限度額１５６万３，０００円です。こちらも、予算書、電算管理費の戸籍電算

化事業費に戸籍副本管理データシステム賃借料として６カ月分、１７万４，０００

円を計上していますが、残りの４年６カ月分の限度額設定となります。上と同様に、

平成２５年１０月から新たに立ち上げるものになります。  

公共土木積算パソコン用ソフト賃借料、期間、平成２６年度から３０年度まで、

限度額１７９万円です。こちらは、予算書１２１ページ、道路維持費の町道維持管

理事業費に公共土木積算パソコン用ソフト賃借料の一部として８カ月分、２７万５，

０００円を計上していますが、残りの４年４カ月分の限度額設定となります。老朽

化した積算システム更新のリース料になります。  

文命中学校生徒用パソコン賃借料、期間、平成２６年度から平成３０年度まで、

限度額１，１１４万７，０００円です。こちらは、予算書１５７ページ、中学校の

学校管理費、学校パソコン活用推進事業費にパソコン賃借料の一部として７カ月分、

１４７万２，０００円を計上していますが、残りの４年５カ月分の限度額設定とな

ります。再リースも３年目に入りますので、パソコン教室に新機種を導入するため

のリース料になります。 

次のページをお開きください。８ページです。  

第３表、地方債です。 

起債の目的、臨時財政対策債、限度額３億２，０００万円、同じく、起債の目的、

南部地区土地区画整理事業支援事業債、限度額３，１５０万円、松ノ木河原公園整

備事業債、限度額８３０万円、中家村整備事業債、限度額５８０万円、町道改良事

業債、限度額２，９８０万円、小学校大規模改修事業債、限度額１億円、福祉会館

改修事業債、限度額５，４００万円、グリーンリサイクルセンター整備事業債、限

度額１，０２０万円、合計限度額は５億５，９６０万円となります。利率、償還の

方法については、記載のとおりですので省略させていただきます。  

続いて、一般会計予算に関する説明を歳入から順次させていただきます。  

平成２５年度当初予算は、昨年と同様、別刷りの歳入歳出事業別説明書と予算書

を併用して説明させていただきます。両方を参照していただくことになり、ご面倒

とは存じますが、よろしくお願いします。説明書は事業別説明書を主にして、簡単

なところは適宜省略して時間の短縮を図りながら説明させていただきたいと思い

ます。 

それでは、予算書では１２ページ、１３ページ、事業別説明書では２ページ、３

ページをお開きください。  

○税務窓口課長（鳥海仁史）  

それでは、一般会計の歳入についてご説明いたします。こちらにつきましては、

今、財務課長のほうから説明がありましたように、歳入歳出予算説明資料に基づき

まして説明をさせていただきます。  

歳入。款、町税、項、町民税、目、個人、節、現年分。均等割でございますが、
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こちらにつきましては、その年の１月１日現在で住民登録または居住している者の

前年中の給与などの所得に応じて課税される個人町民税の均等割分でございます。

税率につきましては、年額３，０００円でございます。  

次に、所得割額でございますが、こちらにつきましては、その年の１月１日現在

で住民登録または居住している者の前年中の給与などの所得に応じて課税される

個人住民税の所得割分でございます。こちらにつきましては、課税標準の１００分

の６、税率が１００分の６となってございます。  

次に、分離譲渡でございますが、前年に土地、建物、株式などの資産の譲渡によ

り生じる所得に対し課税される個人町民税であります。他の所得とは分離されて課

税されるものでございます。税率は、長期譲渡は課税標準の３％、短期譲渡は５．

４％、株式等は１．８％になります。  

次に、法人住民税になります。均等割につきましては、町内に事務所や事業所が

ある法人の従業員数、資本金額等により課税される均等割で、次の９区分で課税さ

れております。一応、１号法人から９号法人までの区分でありまして、１号法人が

税率５万円、２３０社で１，１５０万円でございます。２号法人が税率１２万円、

５社で６０万円、３号法人が税率１３万円で３６社分、４６８万円、４号法人で税

率１５万、５社で７５万円、５号法人で税率１６万円で１０社、１６０万円でござ

います。また、６号法人、税率４０万で３社、１２０万円、７号法人で税率４１万

円、２５社で１，０２５万円でございます。８号法人では税率１７５万円で３社、

５２５万円、９号法人で税率３００万円、３社で９００万円の総額４，４８３万円

となってございます。 

また、法人税割につきましては、町内に事業所や事務所がある法人の法人税額に

基づき課税されます法人町民税でございます。こちらにつきましては、税率は、資

本金の金額が１０億円以上の法人及び相互会社につきましては１４．７％、５億円

以上１０億円未満の法人につきましては１３．５％、５億円未満の法人及び資本金、

出資金を有しない法人につきましては１２．３％の税率がかかってございます。こ

ちらにつきましては、予算額９，０００万円を見込んでございます。  

次に、固定資産税になりますが、現年分、土地についてご説明いたします。固定

資産税につきましては、１月１日現在の現況地目により課税標準額を算定し、税率

１．４％を乗じて税額が出るというような形になってございます。１万５，７８３

筆、４２４万２，０００平米を予定してございます。また、小規模住宅用地といた

しまして、こちらにつきましては２００平米分が軽減の対象となってございますが、

小規模住宅用地、こちらにつきましては課税標準が６分の１に軽減されてございま

す。５，７０７筆、８５万７，０００平米でございます。そのほかの住宅用地とい

たしましては、２００平米を超える住宅用地になりますが、こちらにつきましては

３分の１の軽減ということで、２，８８８筆、４３万６，０００平米となってござ

います。 

次に、家屋になりますが、こちらにつきましても、１月１日現在に存在する家屋
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の課税標準額に税率の１．４％を乗じて課税されるものでございます。新築後、専

用住宅、通常「住宅」と言っておりますが、専用住宅につきましては、３年もしく

は５年間、２分の１の軽減措置が適用されるものでございます。  

次に、償却資産につきましては、こちらは工場、事業所等が１月１日現在に所有

する有形固定資産の課税標準に１．４％の税率を乗じて計算したものになってござ

います。 

次に、配分でございますが、これは償却資産の一部でございます。地方税法第３

８９条の規定により、２以上の市町村にまたがる固定資産、こちらにつきまして県

知事が価格を配分するものでございます。また、２以上の都道府県にまたがるもの

につきましては、総務大臣が価格を決定し配分するものでございまして、こちらに

ございますような形で、県知事配分が２社、大臣配分が６社の予定でございます。 

次に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金になりますが、こちらにつきまし

ては、国有資産等所在市町村交付金法第２条に規定する資産に対し、前年の３月３

１日を基準日として、その資産が所在する市町村に交付されるものでございます。

本町におきましては、神奈川県の企業庁の、こちらは償却資産に該当しますが８万

８，０００円ほど、それから関東財務局につきまして、こちらにつきましては土地

になりますが、４万４，０００円ほどの交付金が予定されてございます。  

次に、軽自動車税の現年分でございます。原動機付自転車につきましては、町税

条例２８条に規定する当該年度の４月１日現在で登録されている原動機付自転車

に係る軽自動車税でございます。二輪のものの中で排気量によって３種類に分かれ

てございます。５０ｃｃ以下、５０ｃｃから９０ｃｃ、９１ｃｃから１２５ｃｃま

で、こちらにつきまして、ごらんのような税率、１，０００円、１，２００円、１，

６００円の税率で課税されるような形になってございます。  

１ページ、おめくりください。４ページ、５ページになります。  

引き続き軽自動車税になりますが、こちらにつきましては、町税条例第２８条に

規定しております４月１日現在に登録されている軽自動車に係る軽自動車税とい

うことで、軽二輪車、税率２，４００円、三輪以上のもので総排気量が２０ｃｃを

超えるもの、または定格出力が０．２５キロワットを超えるものについては税率が

２，５００円、四輪以上のうち軽四輪乗用車の営業のものにつきましては税率が５，

５００円、自家用のものにつきましては税率７，２００円、四輪貨物車で営業用の

ものが税率３，０００円、自家用のものが税率４，０００円となってございます。 

また、小型特殊自動車につきましては、農耕作業車につきましては税率が１，６

００円、その他の小型特殊自動車、こちらにつきましては税率が４，７００円とい

う形でございます。 

また、小型二輪車につきましては、総排気量が２５０ｃｃを超えるものにつきま

して、税率が４，０００円という形になってございます。いずれにしても、４月１

日現在で所有されている軽自動車に係るものでございます。  

次に、町たばこ税でございます。こちらにつきましては、町内で消費されるたば
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こに課せられる町たばこ税でございます。この税額につきましては、１，０００本

に対する税率という形での表記でございます。  

旧３級品以外の紙巻きたばこ、こちらにつきまして、税率４．６１８円で１カ月

分というような表記をさせていただいております。たばこ税につきましては、平成

２３年度の税制改正の関連で都道府県から市町村へ税源移譲がございました。平成

２５年４月１日現在での税源移譲でございます。たばこ税につきましては、消費さ

れた翌月に申告納税ということになってございますので、４月の納税分につきまし

ては旧税率、５月以降の納税分に対しては新税率という形での計算になりますので、

旧３級品と旧３級品以外のもの、こちらにつきまして、２段書きでの表記とさせて

いただいております。 

それでは、こちらのほう、旧３級品以外の紙巻きたばこにつきましては４．６１

８円の計算でございます。１本当たりにしてみますと４．６１８円でございまして、

これが１カ月分という形になります。計算をしますと７５４万４，０００円です。

次に、５月からのものにつきましては５．２６２円で、これの１１カ月分といたし

まして９，４５５万３，０００円。次に、旧３級品の紙巻きたばこ、こちらにつき

ましては２．１９０円で１カ月分ということで１１万６，０００円、２．４９５円

で１１カ月分の１４５万３，０００円ということでございます。  

○財務課長（山本 靖） 

続いて、地方譲与税の地方揮発油譲与税になります。国税として徴収される地方

揮発油税の全額の１００分の４２を市町村の道路延長、面積において交付されます。

前年同額で見ています。 

自動車重量譲与税、国税として徴収される自動車重量税の、平成２２年度からは

１，０００分の４０７が道路延長、面積に応じて交付されています。１００万円の

増としています。 

○税務窓口課長（鳥海仁史）  

利子割交付金になります。こちらにつきましては、預金利子に課税される県民税

の一部が県民税の割合に応じて町に交付される交付金でございます。１５％が国税

（所得税）、５％が県民税、県収納額から１％を控除した残額の５分の３を県民税

の額に按分され県から町へ交付されるものです。  

次に、配当割交付金になります。こちらにつきましては、上場株式などの配当に

係る税金の一部を財源として、県が一定の基準により町へ交付する交付金でござい

ます。県収納額の１００分の９９に５分の３を乗じた額を県民税の額に按分して町

へ交付されるものです。 

次に、株式等譲渡所得割交付金でございますが、こちらにつきましては、株式な

どの譲渡により生じた所得に係る税金の一部を財源として、県が一定の基準により

町へ配分する交付金でございます。県収納額の１００分の９９に５分の３を乗じた

額を県民税の額に按分して町へ交付されるものです。  

○財務課長（山本 靖） 
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地方消費税交付金です。県収納額の２分の１を国勢調査人口、事業所・企業統計

調査従業員人口において市町村に交付されます。５００万円の増としています。  

自動車取得税交付金。県収納額の６６．５％、これが道路延長、面積において交

付されます。そこに２２年決算と書いてあります、これを２３年決算に修正してい

ただきたいと思います。１００万円の増としています。  

減収補てん（住宅ローン減税分）特例交付金。所得税から住民税への税源移譲に

より、所得税から控除し切れない住宅ローン控除分を住民税から控除する。町民税

算定のうち、これに相当分を見込んでいます。５０５万７，０００円の増となって

います。 

特別交付税は地方交付税のうちの６％分、普通交付税で算定し切れない特別な財

政需要や過大な財政収入積算などに対応して交付されるものです。  

普通交付税については、税収増が見込まれないため、引き続き交付税が交付され

る見込みです。試算では全体で６億８，０００万円前後の財源不足となる見込みで

すけれども、まだ制度変更に未確定な部分があるため、臨時財政対策債と合わせて

６億円前後の財源不足を見込んでいます。  

○危機管理担当課長（遠藤孝一）  

続いて、交通安全対策特別交付金です。交通反則通告制度に基づき納付される反

則金収入を原資として、道路交通安全施設整備等の経費に充てるための財源として

交付されるものでございます。交付実績から前年度より増額を見込んで、２８０万

円を見込んでおります。 

○福祉課長（遠藤伸一） 

続きまして、分担金及び負担金、負担金、民生費負担金、児童福祉費負担金でご

ざいます。一つ目が、児童措置費保護者負担金現年度分でございます。これは保育

料の保護者負担分で、２５年の延べ入所見込み児童数は３，６４９人、１カ月平均

で３０４人としております。  

２、児童措置費保護者負担金滞納繰越分、保育料の滞納繰越分でございます。  

３、放課後児童利用保護者負担金現年度分、放課後児童クラブの利用者の保護者

負担金でございます。町内２カ所、月平均１３２人、１年生４９人、２年生４９人、

３年生３４人の利用者数を見込んでございます。  

４番目、放課後児童医療保護者負担金滞納繰越分ということで、１ということで

計上してございます。 

○環境防災課長（山口健一）  

目は環境衛生費負担金です。生ごみ処理器設置費負担金。一般家庭で生ごみ処理

器の設置をしていただく制度でございますが、設置者につきましては半額程度をご

負担していただいております。２種類、１０台を予定しております。 

次のページをおめくりください。  

○財務課長（山本 靖） 

予算書では２０ページ、２１ページになります。  
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三つ飛びまして、４番、自動販売機設置料になります。開成町行政財産の目的外

使用に係る使用料条例に基づく自動販売機設置に伴う使用料です。役場庁舎と町民

センターに設置する９台分を見込んでいます。  

○産業振興課長（池谷勝則）  

続きまして、目、商工使用料、商工観光使用料になります。１、瀬戸屋敷使用料

といたしまして、瀬戸屋敷の主屋、土蔵ほかの施設の使用料、主屋につきましては

２３０時間相当、土蔵につきましては３２時間相当、あと、これ以外にひなまつり

２０日間、あじさい祭９日間の使用料を見込んでおります。  

２、瀬戸屋敷駐車場使用料といたしまして、あじさい祭期間中の瀬戸屋敷の駐車

場の使用料５７０台分を見込んでおります。  

○財務課長（山本 靖） 

続いて、土木使用料、住宅使用料の町営住宅使用料現年度分です。町営住宅使用

料、四ツ角団地１２戸、円通寺団地１６戸、河原町団地２４戸、合計５２世帯分の

徴収見込み額です。 

下が滞納繰越分で、前年度までの未納分の徴収見込み額、滞納繰越額が減尐して

いるため、前年度比６万３，０００円の減を見込んでいます。 

○街づくり推進課長（瀬戸公雄）  

続きまして、土木管理使用料の１、道路及び水路占用料であります。開成町道路

占用料徴収条例、開成町水路及び認定外道路に関する条例の施行に伴い、道路及び

水路等の占用料が徴収するものです。道路占用３３件、水路等占用１８５件を予定

しております。 

○教育総務課長（井上 新） 

続きまして、教育使用料、飛びまして幼稚園使用料、１、幼稚園保育料現年度分、

こちらは幼稚園の保育料１９４人分を見込んでございます。  

それと、２は滞納繰越分として、幼稚園保育料の滞納繰越分を見ております。  

○自治活動応援課長（加藤順一）  

夜間照明使用料です。文命中学校グラウンド、テニスコート、開成南小学校グラ

ウンドの夜間照明、ナイター設備の使用料でございます。  

○危機管理担当課長（遠藤孝一）  

総務管理手数料の放置自転車等移動保管手数料でございます。放置禁止区域等に

おける自転車の移動保管手数料で、２０台を見込んでおります。  

○税務窓口課長（鳥海仁史）  

次に、節といたしまして、徴税手数料でございます。諸証明手数料につきまして

は、町手数料条例の規定により発行する諸証明等に係る手数料でございます。諸証

明手数料３，０００件、専用住宅証明手数料８０件を見込んでございます。  

次に、督促手数料になります。こちらにつきましては、各種税の納期内納付がな

かった方に対しまして発行いたします督促状の手数料ということでございます。２，

０００件を見込んでございます。  
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次に、節といたしまして戸籍住民手数料、１、戸籍手数料でございますが、こち

らにつきましては、戸籍、除籍、改製原謄・抄本等発行手数料といたしまして３，

０３０件を見込んでございます。  

次に、住民基本台帳手数料でございますが、こちらにつきましては、住民票等発

行手数料といたしまして７，５００件、住基ネットＩＣカードの手数料といたしま

して５０件を見込んでございます。  

次に、印鑑証明手数料、こちらにつきましては印鑑証明書発行手数料で、６，０

００件を見込んでございます。  

○環境防災課長（山口健一）  

目、衛生手数料です。１、し尿処理手数料現年度分、し尿処理の手数料でござい

まして、１４４件を見込んでいるところでございます。個人が１３０件、企業１４

件で、６回分の徴収を見込んでございます。  

一つ飛ばしまして、３、粗大ごみ収集手数料です。家庭から排出されます粗大ご

みの収集処理についての手数料で、２，１６５戸分を見込んでございます。  

４、犬の登録手数料です。町内で飼育されている犬の登録５５件、注射済証９５

０件等の手数料を見込んでいるところでございます。  

○街づくり推進課長（瀬戸公雄）  

続きまして、二つ飛ばせていただきまして、土木手数料になります。土木総務手

数料の２、占用料徴収事務手数料です。開成町道路占用等規則に基づく占用許可申

請事務手数料であります。１，０００円で４５件を見ております。  

続きまして、都市計画手数料の３、屋外広告物許可申請手数料であります。神奈

川県屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可申請手数料です。３年で許可期限を迎

える広告物の継続設置申請件数、２１件を予定しております。  

○教育総務課長（井上 新） 

目、教育手数料、節、幼稚園手数料、１、幼稚園入園料。こちらにつきましては、

平成２６年度分の幼稚園入園料を見込んでおります。１００人を見込んで設定をし

ております。 

○委員長（鈴木庄市） 

ここで暫時休憩をいたします。再開は１５時３０分といたします。  

午後３時１５分 

 


